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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】令和3年11月4日(2021.11.4)

【公開番号】特開2020-126270(P2020-126270A)
【公開日】令和2年8月20日(2020.8.20)
【年通号数】公開・登録公報2020-033
【出願番号】特願2020-81243(P2020-81243)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ   5/30     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  51/50     (2006.01)
   Ｈ０５Ｂ  33/02     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/32     (2006.01)
   Ｇ０９Ｆ   9/30     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ    5/30     　　　　
   Ｈ０５Ｂ   33/14     　　　Ａ
   Ｈ０５Ｂ   33/02     　　　　
   Ｈ０１Ｌ   27/32     　　　　
   Ｇ０９Ｆ    9/30     ３６５　
   Ｇ０９Ｆ    9/30     ３４９Ｅ

【手続補正書】
【提出日】令和3年9月27日(2021.9.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直線偏光板と、１／２波長層と、活性エネルギー線硬化型接着剤を硬化させてなる第１
接着層と、１／４波長層とをこの順に備え、
　前記１／２波長層の進相軸と、前記直線偏光板の透過軸とのなす角度が１０°以上２０
°以下であり、
　前記第１接着層の波長５８９ｎｍでの屈折率と、前記１／２波長層の波長５８９ｎｍで
の進相軸方向の屈折率との差の絶対値が０．０５未満であり、
　前記第１接着層は、波長５８９ｎｍでの屈折率が１．５１以上１．５４以下であり（波
長５３２ｎｍでの屈折率が１．５５以上である接着層を除く）、
　前記１／４波長層は、波長５８９ｎｍでの進相軸方向の屈折率と遅相軸方向の屈折率の
平均値である面内平均屈折率が１．５８未満である、偏光板複合体。
【請求項２】
　前記第１接着層の波長５８９ｎｍでの屈折率と、前記１／４波長層の波長５８９ｎｍで
の進相軸方向の屈折率と遅相軸方向の屈折率の平均値である面内平均屈折率との差の絶対
値が０．０５未満である、請求項１に記載の偏光板複合体。
【請求項３】
　円偏光板である、請求項１または２に記載の偏光板複合体。
【請求項４】
　前記１／２波長層は、液晶層である位相差発現層を含む、請求項１～３のいずれか１項
に記載の偏光板複合体。
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【請求項５】
　前記１／４波長層は、液晶層である位相差発現層を含む、請求項１～４のいずれか１項
に記載の偏光板複合体。
【請求項６】
　前記第１接着層は、厚みが５μｍ以下である、請求項１～５のいずれか１項に記載の偏
光板複合体。
【請求項７】
　画像表示パネルと、前記画像表示パネルの視認側に配置された請求項１～６のいずれか
１項に記載の偏光板複合体とを含む、画像表示装置。
【請求項８】
　前記偏光板複合体は、前記直線偏光板が視認側に位置する向きで配置されている、請求
項７に記載の画像表示装置。
【請求項９】
　有機エレクトロルミネッセンス表示装置である、請求項７又は８に記載の画像表示装置
。
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